
地域防災の取り組み
( 災害対策支援 ] 
• TEC-FORCE (緊急災害対策派遣隊）

TEC-FORCE は、大規模自然災害が発生、又は発生す

るおそれがある場合に、地方公共団体等が行う災害応急対策に

対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施することを目的とし

たものです。

国土交通省、国土技術政策総合研究所、国土地理院、地方整備
局、気象庁に設置され、大規模自然災害が発生したときは、被災

地に TEC-FORCE を派遣し、被害状況の調査、被害の拡

大防止、早期復旧に関する地方公共団体の支援を行います。

甲府河川国道事務所でも平成 3 0 年 2 月の福井県の豪雪及

び平成 3 0 年 7 月中国•四国の豪雨では、被災地に TEC-F
ORCE隊員を派遣し支援を行いました。

◆災害対策用機械（甲府河川国道事務所に配備）

甲府河川国道事務所には、以下の災害対策用機械が配備されております。
平成 28 年 4月の熊本地震では、待機支援車の派遣を行いました。 （災害対策用機械は、地方公共団体の

要請によリ貸付が可能であり、年に 1度、国交省の職員、自治体の職員、地方公共団体の職員及び国交省災害協力
協定会社と合同の操作訓練を行っています。 ）

' 照明車 (2台） トバ対策本部車(1 台）いパ待機支援車(1 台）

・夜間作業現場及び避難所を照明
•発電機を装偏し、電源供給も可

約20ポの
作業スペース
( 10名程度収容）

・対策本部として情報収集、復旧作業
の指渾、対策検討、他機関との連絡
の拠点

・収納式ベッド、トイレ等を装備
・休憩、仮眠施設として機能
・最大9名の人員輸送が可能

◆河川情報と水防◆

富士川は、急流河川のため洪水の流出が早く、水防活動には迅速な対応が求
められます。平成10年度から光ファイバー網の整備に合わせ、出水状況や河川
空間等を確認出来るカメラ及び排水樋管等の遠隔操作設備の整備を進めてい
ます。それらの活用により水位・雨量等の河川情報を他の防災情報と共有化し、
はん濫想定に基づ＜避難など危機管理体制を強化する事で、水防活動等に活か
しています。

◆洪水予報◆

洪水予報は、洪水から地域を守る水防活動や
住民が自らを守るために必要な重要情報です。
洪水時には、気象庁と共同で洪水予報を発表

します。

氾濫注重水位に嚢遭したときに、注重を倶すために覺皇され拿す．

2. 氾濫警戒情報（洪水警輻）
量璽綱翫＊位に嚢遍し、さらに水位上鼻するとき、あるいは氾重危●
水位に遭すると見込まれたとき、●重な警重を僕すために覺覆されます．

3. 氾濫危険情輯（洪水警輯）
氾量危麟水位に劉遭したときに覺覆されます．

4. 氾濫発生情輯（洪水警報）
氾董が覺生したときに覺曇されます．

〇洪水情報をわかりやすく提供します。
洪水情報は、情報の受け手である住民や市町村の

防災担当者、報道機関等に正確に理解され、的確な
判断や行動につながる内容や表現にしています。

http://kofu-river-bosai.ktr.mlit.go.jp/ 

・災害現場における通信手段の確保や情報を収集
・山間部等の通信困難地域でも対応が可能

排水ポンプ車 (4台） 排水能力

~ 
鼠配

・市街地等にたまった水を河川へ排水

o
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◆富士川の水位や情報はインターネットや地上デジタル放送（データ放送）でもご覧いただけます◆

日 http://www.river.gojp/ 

国土交通省

川の防災情報
スマホ版

ご家庭のTVのリモコンの「 d ボタン」を押して、
TOPメニューの「防災•生活情報」を選び、メニュー
「河川水位・雨量情報」を選択します。
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●道路みちカメラと雨量情報◆

甲府河川国道事務所ホームページでは、主要国道に設置されたライブカメラ画像などの清報がご覧いた
だけます。
下のマップにあるそれぞれのアイコン、または下表の地点名をクリックすると映像、雨量などの詳細情報に

アクセスできます。

◆富士川流域における減災対策協議会◆

富士川流域における大規模な浸水被害に備え、自治体や県、国等が連携して減災のための目標を共有し、
ハード・ソフト対策を一体的かつ計画的に推進することにより、「水防災意識社会」の再構築を目指します。

甲府河川国道事務所管内の主要国道ライブカメラ
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/michi_camera/index.htm 

みちマ ッ ブ

※たと氾i、‘万沢" の「みちカメラ」をこ覧Iゴ該虫恰、
「みちマップ」トップページ左呑切） ‘万沢" アイコン、
もしくは左下表中刀也点名 ‘万沢” をクリッケすると、
下記ページが開き、 道路l~兄降雨·降嗣効嗚の

詳緬陪伽こ覧Iゴょれます。

-1 ライプ画●

20 17年4月四. 1 1'33硯在

"'"'よ約,0分おきに切り怜わ'it.,.
※日当たり事によって画像が えにくい碕閏褐があります．

※遍謁讐11のため一闘的にカメラの向き●責える場合があります．
※ご覧の董,.,.讐壇綱カメラです． 讐JI作婁のため情帽慣供を...する湯合があり
ます．
※本慣纏と実量の状況は翼なる鳩合があります．
寓.,こ走行される場合,._現増の謁面状況 ． 交逼規馴の情輯にご注重ください．

゜0 2• 6 8 10 12 I ヽ 16 18 20 22 0 
”刻 ：剛

一運叩量 1 吟間町量

瓢1醗讃荀釦とであ，}．讀M●閏ごと lこ遍鰻爛量で定
這鰻員量がJIM櫨に』しなくても． 最械とH贔されも爛合に11,1!\止を1,,娼＊が~·

※上＂鑽．切和こついては下記で遍行鑽鯛を行うことがあります．

上＂畢遍鰻膚. ,⑯ em 又11這鰻胃量 ,so.- かつ綺閲爾. so.,., 
初＂遍鯖胃● 300mm 又,.遍纏胃量 250mm かつ蜻闇鴫量 '"""'

火量中畳胃鴫に lょ ． 績鯛爾● l こ遍しなくても逼行績馴を行うことがあります

時間雨量 ' I 時間あたりの降雨量です。

遁絨丙量 降り始めからの降雨量の累積です。

嬢嗣雨量 通行止めを行う阻雨量の四準のことであり｀規制区間ごとに連戟雨量で定めています。

・規制区間毎に連続雨量が規制雨亘に達すると、通行止めにすることがありますa

@mlit_kofu 

I .ii鰻m● • 関閏酌●

W'JB のグラフ 2017年4月"日 11 33凩在

連績雨量200mmで通行規制することがあります
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甲府河川国道事務所では、ツィッターによリ情報発信をしています。
河川情報、道路災害、及び通行規制などが生じた場合は、いち早く情報をお届けします。

◆水質事故対策●

〇油・化学物質などの流出によって突発的に生じる水質事故は、大量の魚介類をへい死させたり、浄水場の取
水停止等、自然環境や市民生活に大きな被害を与えます。この突発的な水質事故は、いつ・どこで・どのよう
な形で起こるかわからない事から、速やかに対処するためには流域住民の方々の協力が必要になります。

〇）I Iや水路等で異常を見つけたら、通報連絡センターまでご連絡をお願いします。

●河川に関するなんでも相談室
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▲油等の流入による水質事故対応

連絡先 富士川通報連絡センター
甲府河川国道事務所河川管理課内
TEL 055(252)8888 
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宮士Il lの静岡県境より
富士橋上流端ま で

冨士川の
河口より山梨県懐まで

支川笛吹川の
身延綜笛吹/II鉄橋よ I )
岩手橋まで

一
〒409-2305

山梨県南巨摩郡南部町内船4544の2
TEL.0556(64)2310 
FAX.0556(64)3554 

〒416-0909

牌岡県宮士市松岡官有無薔地
TEL.0545(6110078 
FAX.0545(64)9147 

〒406-0034

山梨県笛吹市石和町唐柏720の3
TEL.055(262)2821 
FAX.055(263)5420 

所
長

●甲府河川国道事務所の体制◆

副所長 （事務）

副所長 （ 河川 ）

副所長 （ 道路 ）

総括地域防災謂整官
工事品 質 管理官

事 業 対策官

建設専門官

地域防災調整官 （河）II) 

地域防災調整官 （道路）
上席専門醗

建設監 督 官

用地官

契約事務管理官

保全対策官

総務課

経理諜

用地第ー課

用地第二課

工務第一課
工務第二課

計画課

品臼確保課

調査第ー課

調査第二課

河川菅理課

道路管理第一課

道路管理第二課

防災課

冨士/II 上流出張所

富士111 中流出張所

富士川下流出張所

笛吹 /II 出張所

大月出張所

甲府出張所

峡南国道出張所

富士吉田国道出張所

大和国道出張所

（甲府河川国道事務所）

●あらまし

・大正 10年4月 18 、富士川の直轄改修事婁の着手に伴い、
内務省東京算二土木出張所富士JII 下流改修事務所が
静岡県富士郡岩松村（現富士市松Iii} ) に設量
・昭和33年6月 1 日 、 璽設省甲府工事事務所と改称
・平成13年 1 月 6 日 、 纏設省から国土交通省に省庁専編
・平成15年4月 1 日 、 甲府河川国道事務所に名称変更

39 40 


	2019年度事業概要　地域防災の取り組み1
	2019年度事業概要　地域防災の取り組み2

